
埋蔵文化財受付書  

太枠の中をご記入ください  

① 来 庁 者 

連 絡 先 

（住所）〒     －  

（会社名・担当者） 

（連絡先）TEL    －    －        FAX    －    － 

② 該 当 地 

（住居表示） 

世田谷区                      丁目      番      -          号  

③ 基礎深度 現況GL-             ㎜ 着工予定日  令和     年     月     日  

④ 現  状 更地・建物有り・駐車場・（           ） ※更地予定日  

⑤ 用  途 個人住宅・賃貸住宅・分譲住宅・共同住宅・宅地造成・その他  

⑥ 基礎構造 ベタ基礎・布基礎・杭基礎・その他（                           ） 

⑦ 予    定 

構造物等 

地下・浄化槽・擁壁・地盤改良・その他（                       ） 

該当なければ記入不要 

⑧ 通    知 

送 付 先 

 

届出者／工事主体者(施主)/土地所有者/施工責任者(工事施工業者)/ 

その他(委任状必要                           ) 

（住所）〒     －  

（会社名・担当者） 

（連絡先）TEL    －    －        FAX    －    － 

※ 添付書類：建設計画･･･現地案内図・建物配置図・基礎伏図・基礎断面図・地盤改良図面 各1部 

     ：開発計画･･･現地案内図・道路配置図・掘削断面図・配管等配置図面 各1部 

     (図面はＡ４又はＡ３でご提出ください。ご協力お願いいたします。) 

※ 注意事項  

・届出者等は、原則として工事主体者(施主)、土地所有者、施工責任者(工事施工者)のいずれかです。 

・届出者が土地所有者と異なる場合及び借地等により開発事業者が異なる場合は、｢土地所有者の承諾書｣が

必要となります。  

・調査について区学芸員から連絡しますが、後日、東京都から正式な文書を送付します。東京都からの通知

送付先は原則として工事主体者(施主)、土地所有者、施工責任者(工事施工者)ですが、それ以外のところ

に送付を希望する場合は、届出者からの委任状を提出してください。  

～～以 下 処 理 欄～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～  

遺 跡 名 遺跡 
区遺跡  

番  号  

 

 

地図 

ﾍﾟｰｼﾞ 

 
受付者  

調査内容  発掘調査     立会     慎重工事     試掘･確認調査  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

掘削する深さ（基礎下の砕石含む最大深度） 

窓口に来庁される方 
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